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開発許可申請の手引き 新旧対照表 

改定後 現行 備考 

市街化調整区域における立地基準 市街化調整区域における立地基準 手引き 

（1）～（5）（略） （1）～（5）（略） 第二章 

 

法第３４条一覧表（略） 法第３４条一覧表（略） 
 

法第３４条第１号 

１.（略） 

２. 診療所、助産所、通所系社会福祉施設 

（1）～（7）（略） 

 

対象施設一覧表（２．診療所、助産所、通所系社会福祉施設） 

種別 根拠法

令 

対象施設 関係機関 

社 会

福 祉

施設 

児童福

祉法 

障害児通所支援事業所（児童発達支援

センター及び保育所等訪問支援事業

所、主に重症心身障がい児を支援する

児童発達支援事業所及び主に重症心身

障がい児を支援する放課後等デイサー

ビス事業所は除く）、放課後児童健全育

成事業、障害児相談支援事業所、児童

厚生施設、児童家庭支援センター 

市放課後児童

育成課 

市地域教育推

進課 

市こども支援

課 

市こども政策

課 

市障がい福祉

課 

老人福

祉法 

老人デイサービスセンター、老人福祉

センター、老人介護支援センター 

市介護事業指

導課 

市高齢福祉課 

法第３４条第１号 

１.（略） 

２. 診療所、助産所、通所系社会福祉施設 

（1）～（7）（略） 

 

対象施設一覧表（２．診療所、助産所、通所系社会福祉施設） 

種別 根拠法

令 

対象施設 関係機関 

社 会

福 祉

施設 

児童福

祉法 

障害児通所支援事業所（児童発達支援

センター及び保育所等訪問支援事業

所、主に重症心身障がい児を支援する

児童発達支援事業所及び       

         放課後等デイサー

ビス事業所は除く）、放課後児童健全育

成事業、障害児相談支援事業所、児童

厚生施設、児童家庭支援センター 

市放課後児童

育成課 

市地域教育推

進課 

市こども支援

課 

市こども政策

課 

市障がい福祉

課 

老人福

祉法 

老人デイサービスセンター、老人福祉

センター、老人介護支援センター 

市介護事業指

導課 

市高齢福祉課 

 

 

 

 

５Ｐ~ 
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障害者

の日常

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

めの法

律 

生活介護事業所、自立訓練（機能訓練・

生活訓練）事業所、就労移行支援事業

所、就労継続支援（A型・B型）事業所、

相談支援事業所、地域活動支援センタ

ー 

県障がい者支

援課 

市障がい福祉

課 

身体障

害者福

祉法 

身体障害者福祉センター、補装具製作

施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者

情報提供施設、更生相談所 

知的障

害者福

祉法 

知的障害者更生相談所 

母子及

び父子

並びに

寡婦福

祉法 

母子・父子福祉施設（母子・父子

福祉センター、母子・父子休養ホ

ーム） 

市こども支

援課 

 

社会福

祉法 

隣保館 市人権政策

課 

医 療

施設 

医療法 診療所、助産所 市医療政策

課 

 

３～４.（略） 

 

障害者

の日常

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

めの法

律 

生活介護事業所、自立訓練（機能訓練・

生活訓練）事業所、就労移行支援事業

所、就労継続支援（A型・B型）事業所、

相談支援事業所、地域活動支援センタ

ー 

県障がい者支

援課 

市障がい福祉

課 

身体障

害者福

祉法 

身体障害者福祉センター、補装具製作

施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者

情報提供施設、更生相談所 

知的障

害者福

祉法 

知的障害者更生相談所 

母子及

び父子

並びに

寡婦福

祉法 

母子・父子福祉施設（母子・父子

福祉センター、母子・父子休養ホ

ーム） 

市こども支

援課 

 

社会福

祉法 

隣保館 市人権政策

課 

医 療

施設 

医療法 診療所、助産所 市医療政策

課 

 

３～４.（略） 

 

法第３４条第２号～法第３４条第１３号（略） 法第３４条第２号～法第３４条第１３号（略） 
 

法第３４条第１４号 

第１号～第１２号（略） 

法第３４条第１４号 

第１号～第１２号（略） 
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第１３号 社会福祉施設 

１～７（略） 

対象施設一覧表（１３号 社会福祉施設） 

種別 根拠法

令 

対象施設 関係機関 

社 会

福 祉

施設 

生活保

護法 

救護施設、更生施設、授産施設、宿所

提供施設 

市保護管理援

護課 

 

 児童福

祉法 

児童発達支援センター（福祉型・医療

型）、主に重症心身障がい児を支援する

児童発達支援事業所及び主に重症心身

障がい児を支援する放課後等デイサー

ビス事業所、障害児入所施設（福祉型・

医療型）、児童自立生活援助事業におけ

る共同生活住居（自立援助ホーム）、子

育て短期支援事業所、乳児院、母子生

活支援施設、児童養護施設、児童心理

治療施設、児童自立支援施設、小規模

住宅型児童養育事業所（ファミリーホ

ーム） 

市こども政策

課 

市障がい福祉

課 

 老人福

祉法 

老人短期入所施設、養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 

市介護事業指

導課 

 障害者

の日常

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

めの法

律 

短期入所事業所、共同生活援助事業に

おける共同生活住居（グループホー

ム）、障害者支援施設、福祉ホーム、 

市障がい福祉

課 

 売春防

止法 

婦人保護施設 県子ども家庭

福祉課 

第１３号 社会福祉施設 

１～７（略） 

対象施設一覧表（１３号 社会福祉施設） 

種別 根拠法

令 

対象施設 関係機関 

社 会

福 祉

施設 

生活保

護法 

救護施設、更生施設、授産施設、宿所

提供施設 

市保護管理援

護課 

 

 児童福

祉法 

児童発達支援センター（福祉型・医療

型）、主に重症心身障がい児を支援する

児童発達支援事業所及び   

                 

放課後等デイサービス事業所、障害児

入所施設（福祉型・医療型）、児童自立

生活援助事業における共同生活住居

（自立援助ホーム）、子育て短期支援事

業所、乳児院、母子生活支援施設、児

童養護施設、児童心理治療施設、児童

自立支援施設、小規模住宅型児童養育

事業所（ファミリーホーム） 

市こども政策

課 

市障がい福祉

課 

 老人福

祉法 

老人短期入所施設、養護老人ホーム、

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 

市介護事業指

導課 

 障害者

の日常

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

めの法

律 

短期入所事業所、共同生活援助事業に

おける共同生活住居（グループホー

ム）、障害者支援施設、福祉ホーム、 

市障がい福祉

課 

 売春防

止法 

婦人保護施設 県子ども家庭

福祉課 

３６Ｐ~ 
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 更生保

護事業

法 

更生保護施設 保護観察所 

（以下略） 

 更生保

護事業

法 

更生保護施設 保護観察所 

（以下略） 

第１４号～その他（略） 第１４号～その他（略）  

   

 


